
八
雲
で
農
園
ラ
イ
フ
Y

家
庭
菜
園
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
と
、
農
業

に
対
す
る
理
解
の
促
進
、
都
市
と

農
村
の
交
流
、
高
齢
者
の
生
き
が

い
づ
く
り
や
健
康
づ
く
り
を
目
的

と
し
て
「
町
民
農
園
」「
ふ
れ
あ
い

農
園
」
を
開
設
し
ま
す
。
ご
利
用

希
望
の
方
や
ご
不
明
な
点
は
、
各

農
園
の
管
理
元
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
注
意
】

・
貸
付
場
所
に
よ
り
、
問
い
合
わ

せ
先
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

・
区
画
配
分
は
、
抽
選
に
よ
り
決

定
し
ま
す
。
定
員
を
超
え
た
場

合
も
抽
選
と
な
り
ま
す
。

・
じ
ゃ
が
い
も
の
栽
培
は
、
地
域

の
植
物
防
疫
の
た
め
品
種
を
限

定
し
て
い
ま
す
。

・
栽
培
に
係
わ
る
肥
料
や
用
具
に

つ
い
て
は
、
各
自
で
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

・
「
町
民
農
園
利
用
申
請
書
」
を

下
記
の
申
込
先
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
書
は
以
下
窓
口

ま
た
は
町
Ｈ
Ｐ
で
入
手
可
能
で

す
。

■
八
雲
体
験
農
園

【
所
在
地
】

 　

立
岩
3
7
5
│
8

（
遊
楽
部
公
園
内
）

【
対
象
者
】

1
、
農
業
者
以
外
で
、
野
菜
や
花

き
等
の
栽
培
に
興
味
の
あ
る
方

2
、
都
市
と
農
村
の
交
流
を
目
的

と
し
て
、
農
園
の
借
り
受
け
を

希
望
す
る
方

※
町
内
外
を
問
い
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
限
】

　

4
月
15

日（
金
）

　

午
前
8
時
30

分
〜午

後
5
時
15

分

※
土
日
を
除
き
ま
す
。

【
１
区
画
面
積
】

・
個
人（
45

㎡
）
82

区
画

・
団
体
（
1
2
0
㎡
）
2
区
画　

※
団
体
は
５
人
以
上

【
貸
付
期
間
】

　

5
月
1
日（
日
）〜

　

10

月
31

日（
月
）

【
１
区
画
使
用
料
】

・
個
人  

2
，0
0
0
円

・
団
体  

6
，0
0
0
円

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

農
林
課
農
業
振
興
係

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
2
0
3

■
熊
石
町
民
農
園

【
所
在
地
】

　

熊
石
鮎
川
町
1
8
5
│
90

【
対
象
者
】

1
、
農
業
者
以
外
で
、
野
菜
や
花

き
等
の
栽
培
に
興
味
の
あ
る
方

2
、
都
市
と
農
村
の
交
流
を
目
的

と
し
て
、
農
園
の
借
り
受
け
を

希
望
す
る
方

※
町
内
外
を
問
い
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
限
】

　

4
月
15

日（
金
）　

　

午
前
8
時
30

分
〜午

後
5
時
15

分

※
土
日
を
除
き
ま
す
。

【
１
区
画
面
積
】

　

個
人（
1
0
0
㎡
）
28

区
画

【
貸
付
期
間
】

　

4
月
20

日（
水
）〜

　

11

月
4

日（
金
）

【
1
区
画
使
用
料
】

　

2
，5
0
0
円

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

熊
石
総
合
支
所
産
業
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

■
ふ
れ
あ
い
農
園

【
所
在
地
】

　

栄
町
13

│
1（
福
祉
村
敷
地
内
）

【
対
象
者
】

　

町
内
在
住
の
65

歳
以
上
の
方

【
申
込
期
限
】

　

4
月
15

日（
金
）

（
定
数
を
超
え
た
場
合
は
、
抽
選

　

と
な
り
ま
す
）

【
貸
付
面
積
】

　

1
人
当
た
り
50

㎡
以
内

【
使
用
料
】
無
料

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　

☎
0
1
3
7
│
64

│
2
1
1
1

　

地
域
物
産
P
R
品
の
商
品
開
発

を
す
る
事
業
者
へ
㈱
不
二
家
の
監

修
お
よ
び
協
力
に
よ
り
バ
タ
ー
飴

の
製
造
に
係
る
レ
シ
ピ
を
提
供
し

ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
事
業
者
は
次
に
よ

り
申
請
く
だ
さ
い
。

【
提
供
要
件
】

・
菓
子
製
造
業
許
可
を
取
得
し
て

い
る
こ
と
。

・
町
内
に
本
店
（
本
社
）
が
あ
る
法

人
ま
た
は
町
内
に
事
業
所
（
店

舗
）
が
あ
る
個
人
事
業
主
で
あ

る
こ
と
。

・
レ
シ
ピ
を
社
外
に
公
開
、
公
表

し
な
い
こ
と
。

・
レ
シ
ピ
は
無
償
で
提
供
し
ま
す
。

【
申
請
の
受
付
】
受
付
中

【
そ
の
他
】

・
申
請
書
は
、
町
H
P
ま
た
は
左

記
問
い
合
わ
せ
先
に
備
え
付
け

て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

商
工
観
光
労
政
課
商
工
観
光
係

　

☎
0
1
3
7
│
62

│
2
1
1
6

バ
タ
ー
飴
の
製
造
に
係
る

レ
シ
ピ
を
提
供
し
ま
す
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